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資料(１)－１ 「ごみ処理検討委員会」の平成 18 年度提言項目について 

塩谷広域行政組合 

１．環境施設整備に伴う審議会・委員会の立ち上げ 

本組合では環境施設の整備に当たり、以下の審議会や委員会を立ち上げ、塩谷広

域圏の循環型社会の構築を目指すとともに、事業の円滑な推進を図ることとしまし

た。 

環境施設整備に伴う審議会・委員会と検討内容 

審議会・委員会名称 検討内容 

環境施設整備審議会 
管理者の付属機関として、管理者の諮問に応じ、循環型社会

の形成に向けた環境施設整備について調査・研究・審議する。

ごみ処理検討委員会 

施設整備に伴う一般廃棄物処理基本計画素案を検討すると

ともに、循環型社会の構築をめざし減量化資源化について研

究・検討する。 

用地選定委員会 

環境施設整備に伴う用地は自然条件(地形･地質)、経済社会

条件(収集･運搬･周辺道路等)を加味して、地元の振興が図れ

る適地を選定するもので、当該住民と円滑な合意形成を図れ

るよう検討する。 

生活環境影響評価委員会 
環境施設整備に伴う環境への影響について、環境調査項目、

調査位置、影響要因・環境保全対策を評価する。 

 

２．ごみ処理検討委員会の具体的検討項目 

この内、ごみ処理検討委員会では次の４項目について具体的な検討を行っていた

だき、提言してもらうこととなりました。 

 

ごみ処理検討委員会の具体的検討項目 

具体的検討項目 備     考 

① 一般廃棄物処理基

本計画に関するこ

と 

一般廃棄物処理基本計画は、塩谷広域圏の３Ｒの取組みや適正

なごみ処理のあり方について、基本的な方向性を示す計画書で、

10～15 年を目標に立て概ね５年ごとに見直す。H18.3 策定。 

② 廃棄物循環型社会

基盤整備事業計画

に関すること 

循環型社会形成する上で基盤となる計画で、本圏域にとって最

も適した処理システムを選定する。17 年度のごみ処理検討委員

会で可燃ごみの処理システムを３案に絞り込んだ。 

③ ごみ処理施設整備

基本計画に関する

こと 

ごみ処理施設整備基本計画は、環境施設の基本的事項や具体的

内容について検討した結果をまとめたもので、施設･設備内容は

これにより決定する。 

④ 地域還元施設等に

関すること 

立地地域にとって利用度が高く、地域振興も視野に入れた有効

な地域還元策の検討。 
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３．提言項目と提言の形態について 

１） 平成 18 年度の提言項目 

平成 17 年度は、以下に示すように具体的検討項目の①、②、③に関連して３

つの中間提言を行っていただきました。 

平成 18 年度は、前年度に策定した一般廃棄物処理基本計画と当該委員会の平

成 17 年度中間提言を受けて、環境施設の具体的な検討と減量化・資源化施策に

関し、３項目について提言していただきたいと考えています。 

 

ごみ処理検討委員会の提言項目と具体的検討項目との関連性 
具体的検討項目 
との関連性 ごみ処理検討委員会の提言項目 

① ② ③ ④

ごみ処理の基本的な考え方について ○ ○ ○  

ごみの減量化・資源化について ○    
平成 

17 年度 
可燃ごみの処理方式(処理システム)について ○ ○ ○  

環境施設として整備する施設種類と施設規模について  ○ ○  

立地地域に可能な望ましい地域還元施設について  ○ ○ ○
平成 

18 年度 
一般廃棄物処理基本計画の減量化・資源化施策について ○    

 

２） 提言の形態について 

３つの提言項目について、これまでの委員会での検討過程を踏まえ各々次のよ

うな提言形態を提案します。 

(1) 環境施設として整備する施設種類と施設規模について 
整備する施設種類と施設規模について、施設の整備パターンを数パターン設

定し、各整備パターンに対して処理要望量に対する処理見込み量、減量化や資

源化への協力率を数ケースに分け、ケースごとの施設規模を示すことで委員会

の提言とする。 

 

(2) 立地地域に可能な望ましい地域還元施設について 
熱回収施設の規模やリサイクルセンターの施設内容を踏まえて、環境施設立

地地域に可能な望ましい地域還元策について提言する。 

 

(3) 一般廃棄物処理基本計画の減量化・資源化施策について 
平成 17 年度の提言に対して、減量化施策や資源化施策の実施のため、２市

２町と協議し、実施可能な具体的事項を提言する。 

 

以  上 
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資料(１)－２ 環境施設整備に係るスケジュールについて 

 

 
（平成18年7月25日）

組合
ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

施工
業者

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

● ▲

●

● ▲

●

●

●

● 地形測量、基本造成形状決定後縦横断測量

● 基本造成形状決定後ボーリング位置決定

● H17度策定

●
地域条件･地理条件・法的条件を踏まえ、環境保全対策やリ
スク管理、地域還元策に万全を期した処理システムの環境
施設の施設整備計画

▲ ●

● ●

● ▲ ▲

交付金事業内示 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 通常、年度当初に内示はある

交付金申請ヒアリング ● ● ● ▲ ▲ 　 ▲ ▲ ▲ 初年度は1２月末、2年目以降は4月末まで

交付金実績ヒアリング ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 毎年4月上旬

▲ ● 地形･地質、地域還元施設計画、将来計画を踏まえ設計する

●

●

▲ ●

● 立地する高根沢町で制定。3月までに議会承認

● ▲ 条例に基づき告示する

● 縦覧期間１ヶ月

● 意見徴集期間は、縦覧後２週間

● ● 林地開発に伴う雨水流出抑制対策、森林保全を検討・協議

● ● 雨水・処理水の河川放流について協議

● ● 転用する場合は別途手続きが必要

● ● 都市計画区域内の場合必要

見積仕様書の作成 ● 建設条件や保証条件、各設備仕様を明文化

見積徴集メーカーの選定・決定 ● 指名委員会（8月下旬）

ﾒｰｶｰより見積書･見積設計図書徴集 ● 見積、見積設計図書作成期間を約１ヶ月見込む

見積設計図書の比較検討 ● 発注仕様書作成のための検討書

発注仕様書作成 ● 最終的に環境施設を発注するための仕様書

● ● 建設工事に先立ち発注

入札業者の選定・決定 ● 指名委員会

工事業者への現場説明･入札･契約 ● 現場説明後、発注仕様書に対する質疑応答がある

実施設計 ▲ ▲ ● 設計協議を含め6ヶ月程度を見込む

各種許認可手続き ▲ ▲ ● 建築確認申請等

設置届 ▲ ▲ ● ▲ 着工60日前まで

建設工事 ▲ ▲ ● ３ヶ年度継続事業

● ▲ ● H23.12.1までには実負荷運転開始

● 平成24年度当初より供用開始

地域計画書作成前に提言、管理者会議で決定の必要有

ごみ処理施設整備基本計画を取りまとめる前に提言の必要
有

2市2町の減量化･資源化への取組みのこれからのあり方に
ついて提言

20年度
17年度

　塩谷広域行政組合　環境施設整備に係るスケジュール案〔黄色(網掛け)は当該年度委託業務〕

摘　　　　　要23年度22年度21年度項　　　　　　　目
業務分担 18年度

15.工事費見積

4.計画に
　　対する

環境･測量･地質調査への住民合意形

建設立地への住民合意形成

10.地域計画書

11.交付金手続き

提出(県→国)

13.生活環境
     影響調査

6.測量調査

★環境･測量･地質調査には事前調査同意を取るのが無難。
★交付採択条件には建設同意書は不要。ただし、円滑な事
業推進には必要。
★公害防止協定を締結する場合､一般的には供用開始まで。
★当初の段階で次のような内容を明記した「覚書」を取り
交わす例もある。〔最終的に公害防止協定を締結するこ
と、合意形成･事業推進を誠意を持って進めること、環境保
全に万全を期すこと、事業や合意形成を進める手順〕
★建設用地の決定は一般的には地域計画の協議会まで。た
だし明確な規定はない。用地取得は早いほど良い。5.用地交渉･用地取得

地域計画書作成

事前協議・協議会

2.建設用地の決定

9.ごみ処理施設整備基本計画

8.一般廃棄物(ごみ･生活排水)処理基本計画

交付金事業採択のための根拠資料
地域循環社会推進基本的事項と、その現状と目標･施策の内
容、施設規模･事業費･費用対効果を示す

基礎
調査

1.市民への情報公開･説明会

3.立地地域住民への情報公開･説明会

基本
計画

住
民
対
策
・

　
用
地
取
得

7.地質調査

24年度

19.建設工事

実負荷運転

14.関係機関との
     開発協議書
     作成・協議

12.基本造成設計･全体配置設計

環境現況調査

環境追跡調査

環境影響調査報告書作成

農地転用協議

19年度

工
事
関
係

18.工事発注
　　　手続き

ごみ処理検討委員会
提言スケジュール

交
付
金
制
度
事
務

17.工事監理

16.発注仕様書
         作成

委
託
業
務

20.供用開始

縦覧

意見徴収

★影響を受ける環境要素(大気質､騒音､振動､水質、動植物
等)を調査
★環境現況､地域･用地条件に基づき､環境保全目標設定･環
境保全対策の立案を踏まえ環境影響を評価する
★地域要請･社会要請に応じ動植物への影響や生活環境への
影響を追跡調査する

整備する施設種類と施設規模について

地域還元施設について

減量化・資源化施策について

都市計画手続き(必要に応じ)

林地開発協議

河川協議

告示

告示･縦覧条例制定
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資料(２)－１ 「流木、刈草、剪定枝葉等焼却処理要望ごみ量」の見直しについて 

 

第 12 回ごみ処理検討委員会で下記①～③の意見があった。 

そのため、再度、構成２市２町に流木、刈草、剪定枝葉等焼却処理要望ごみ量の項

目を整理して調査を行い、先進事例として採用した千葉県刈草等潜在発生量原単位を

千葉県と塩谷広域圏の人口密度を基に見直しました。 

 

①委員より焼却処理要望量が 6.83t/日となっているが、潜在発生量（40.85t/日）と

の差である 34.02t/日をどう処理していくのかとの意見があった。 

②また、先進事例として採用している千葉県の潜在発生量原単位の見直しが必要では

ないかとの意見があった。 

③刈草の潜在発生量は「道路敷・河川敷」（聞き取り調査）と「都市公園」（千葉県潜

在発生量原単位）の計としていたが、前者に後者が含まれ２重計上となっている可

能性がある。そのため、「構成２市２町からの焼却処理要望ごみ量(H17 度)」表中

のごみ項目と「塩谷広域圏の草木系廃棄物の潜在発生量の推計」表中の項目を合わ

せる必要があるとの意見があった。 
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１．構成２市２町からの焼却処理要望ごみ量(H17 度) 

構成２市２町から発生する事業系一般廃棄物で、塩谷広域行政組合で焼却処理を

要望されるものについて再度項目を整理して聞き取り調査を行った結果、下表に示

す通りとなった。 

・草木系廃棄物が 85t/年減少した。 

・その他が 54t/年減少した。 

・合計 139t/年減少した。 

 

構成２市２町からの焼却処理要望ごみ量(H17 度) 

刈　草 道路敷･河川敷の刈草 602 1.65

剪定枝 一般家庭庭木の剪定枝葉 274 0.75

伐採木 庭木の伐採木 239 0.65

流　木 ダムの流木 261 0.72

木製パレット 工場等で不要となった木製パレット 785 2.15

その他 紙おむつ､火事残材 養護施設の紙おむつ、火事残材、PAごみ

計 2,493 6.83

草木系
廃棄物

5.922,161

332 0.91

区分 ごみ項目 発生要因
焼却処理要望量

年量(t/年) 日量(t/日)

 

 

各市町再ヒアリング 

 

道路敷･河川敷の刈草 281 0.77

都市公園の刈草 277 0.76

高速道路
国道･県道

高速道路国道･県道の剪定枝・伐採木 99 0.27

市町道 市町道の剪定枝・伐採木 49 0.13

都市公園の剪定枝・伐採木 104 0.28

家庭からの剪定枝・伐採木 220 0.6

ダムの流木 261 0.72

工場等で不要となった木製パレット 785 2.15

その他 養護施設の紙おむつ、火事残材、PAごみ

剪定枝・
伐採木

道路敷･河川敷

都市公園

都市公園

家庭庭木

2,354 6.45

草木系
廃棄物

5.68

刈　草

街路樹

計

流　木

木製パレット

紙おむつ､火事残材

2,076

278 0.76

区分 発生要因
焼却処理要望量

年量(t/年) 日量(t/日)
ごみ項目

 
注）項目を塩谷広域圏の草木系廃棄物の潜在発生量の推計の表に対比できるよう変更

をしました。
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２．潜在発生量推計方法について 
先進事例として採用している千葉県の原単位を都市化、土地利用の度合いなど

の目安となる人口密度を用いて、千葉県の人口密度と塩谷広域圏の人口密度を基

に見直しました。 

千葉県の人口密度は 1,178 人/km2、塩谷広域圏の人口密度は 226 人/km2となっ

ており、約１/5 である。そのため、原単位を１/5 とすることで潜在発生量とし

た。 

 

塩谷広域圏における草木系廃棄物の潜在発生量推計方法（原単位の見直し） 

潜在発生量推計方法 

ごみ項目 千葉県ﾊﾞｲｵﾏｽﾀｳﾝ 

調査報告書 
塩谷広域圏の場合 今回見直し 

県土木事務所へのアンケート

調査結果集計 
聞き取り調査 聞き取り調査 聞き取り調査 

刈 草 
県･自治体へのアンケートに基

づく原単位：4t/ha 
4t/ha 4t/ha 0.8t/ha 

道路緑化延長と県・自治体への

聞き取り調査に基づく原単位 

国道･高速道路･県道：13t/km 

市町道：4t/km 

国道･高速道路･県

道：13t/km 

市町道：4t/km 

国道･高速道路･県

道：13t/km 

市町道：4t/km 

国道･高速道路･県

道：2.6t/km 

市町道：0.8t/km 

県･自治体へのアンケートに基

づく原単位：1.8t/ha 
1.8t/ha 1.8t/ha 0.36t/ha 

剪定枝 

伐採木 

ごみ組成調査に基づき、 

ごみ焼却量の 7％
聞き取り調査 聞き取り調査 聞き取り調査 

流 木 － 聞き取り調査 聞き取り調査 

木製パレット － 生産量から推計 生産量から推計 
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塩谷広域圏の草木系廃棄物の潜在発生量の推計（第 12 回委員会資料） 

－ － 602 1.65

4.0 t/ha 259 ha 1,038 2.84
高速道路
国道･県道

13.0 t/km 334 km 4,345 11.90

市町道 4.0 t/km 1,631 km 6,524 17.87

1.8 t/ha 259 ha 467 1.28

－ － 513 1.41

－ －

－ －生産量から推計

計

単
位

数量

1,640

11,848

261

1,160

14,909

潜在発生量
推計方法

家庭庭木

流　木

木製パレット

ごみ項目

刈　草

剪定枝
伐採木

街路樹

道路敷･河川敷

都市公園

都市公園

4.49

32.46

0.72

聞き取り調査

聞き取り調査

聞き取り調査

3.18

40.85

潜在発生量の推計

年量(t/年) 日量(t/日)

 
 

 

 

塩谷広域圏の草木系廃棄物の潜在発生量の推計（今回見直し） 

－ － 281 0.77

0.8 t/ha 259 ha 208 0.57
高速道路
国道･県道

2.6 t/km 334 km 869 2.38

市町道 0.8 t/km 1,631 km 1,305 3.57

0.4 t/ha 259 ha 104 0.28

－ － 220 0.60

－ －

－ － 3.18

12.07

潜在発生量の推計

年量(t/年) 日量(t/日)

都市公園

1.34

6.84

0.72

聞き取り調査

聞き取り調査

聞き取り調査

潜在発生量
推計方法

家庭庭木

流　木

木製パレット

ごみ項目

刈　草

剪定枝
伐採木

街路樹

道路敷･河川敷

都市公園

生産量から推計

計

単
位

数量

489

2,497

261

1,160

4,407
 

 

３．草木系廃棄物のリサイクル阻害要因 

一般に事業系一般廃棄物の内、草木系廃棄物がこれまであまりリサイクルされ

なかった理由として次のような事項が上げられる。 

① 事業所や家庭から排出される草木系廃棄物は、個々の発生量が少量で、発生

時期や組成にバラツキがあり、供給が不安定であること。 

② 異物の混入や分別区分が明確でないこと。 

③ 堆肥等需要先の安定確保や、ストック費用がかさむこと。 

④ 回収コスト、輸送コストがかさむこと。 

⑤ 投資効果の面から、自治体には高度な処理施設や処理技術がないこと。 
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４．処理の考え方 

１） 草木系廃棄物のリサイクルの意義 

バイオマス･ニッポン総合戦略(2002.12)では、バイオマスを有効にリサイクル

することで、①地球温暖化の防止、②循環型社会の形成、③戦略的産業の育成、

④農山漁村の活性化の４項目を目標としている。 

※ バイオマス：家畜排泄物や生ごみ、木くず、もみがらなどに代表される動植物から生まれた

再生可能な有機性資源。 

 

処理検討課題である草木系廃棄物は、上記定義のバイオマスとは異なるものの、

有機性資源であることには変わりなく、そのリサイクルの意義は、①地球温暖化

の防止や、②循環型社会の形成にあると言える。 

 

２） 塩谷広域圏の草木系廃棄物の処理の考え方 

① 塩谷広域圏において草木系廃棄物の処理要望があるということは、塩谷広域

圏のリサイクルシステムがまだ構築途上にあると言える。 

② 将来的に、草木系廃棄物のリサイクルシステムが構築されたとしても、前述

したリサイクル阻害要因が全て解消されることは困難であるため、リサイク

ル量は一部に留まる。 

③ また、千葉県の事例からも刈草や剪定枝葉のマテリアルリサイクルの現状は、

23.5％程度で、マテリアルリサイクル率の将来的な伸びは現段階では特定で

きず、マテリアルリサイクルできないものは焼却処理が必要となる。 

④ 現行処理要望量(5.68t/日)は、潜在発生量(12.07t/日)の約１／２程度となっ

ている。 

⑤ 草木系廃棄物の潜在発生量を全て焼却処理量として見込むことは、マテリア

ルリサイクル推進の観点からも得策ではない。 

⑥ 以上より、塩谷広域圏では草木系廃棄物について、将来的にマテリアルリサ

イクルが進んだとしても、現行の処理要望量程度は様々な阻害要因からマテ

リアルリサイクルできないで焼却処理となることが想定できる。 

⑦ そのため現行の処理要望量程度を規模に見込み、サーマルリサイクルするこ

とで、廃棄物の適正処理・リサイクルに繋がると考えられる。 

 

以上 
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資料(３)－１ 環境施設の整備パターンとリサイクル協力率ごとの施設規模 

について 

 

熱回収施設の規模について、整備パターンを整理し、その整備パターンごとに３ケ

ースの資源化協力率について算出した。 

環境施設として整備する種類は、熱回収施設、リサイクルセンター、生ごみ資源化

施設とし、整備パターンを現状に合わせて３つとする。 

 

表 整備パターンとリサイクル協力率 

項  目 整備パターン１ 整備パターン２ 整備パターン３ 

熱回収施設 組合 組合 組合 

リサイクルセンター 組合 組合 組合 

生ごみ資源化施設 組合 各市町で整備 各市町で整備 

（稼動が遅れる場合） 

リサイクル協力率 ケース１ ケース２ ケース３ ケース１ ケース２ ケース３ ケース１ ケース２ ケース３

紙 20% 10% 0% 20% 10% 0% 20% 10% 0% 
 
プラスチック 50% 25% 0% 50% 25% 0% 50% 25% 0% 

 

 

 



 10

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

紙
%

2
0

1
0

0
2
0

1
0

0
2
0

1
0

0

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
 

%
5
0

2
5

0
5
0

2
5

0
5
0

2
5

0

ｔ/
年

1
1
,5
4
4
.9
5

1
3
,0
2
6
.4
9

1
4
,5
0
8
.0
2

1
1
,5
4
4
.9
5

1
3
,0
2
6
.4
9

1
4
,5
0
8
.0
2

1
3
,7
4
5
.9
2

1
5
,2
2
7
.4
6

1
6
,7
0
8
.9
9

直
接
搬
入
可
燃
ご
み

ｔ/
年

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

2
2
9
.9
5

事
業
系
収
集
可
燃
ご
み

ｔ/
年

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

7
,3
4
7
.4
5

可
燃
性
粗
大
ご
み

ｔ/
年

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

4
1
6
.1
0

ｔ/
年

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

1
4
5
.8
8

生
ご
み
（
残
渣
）

ｔ/
年

6
0
.0
8

6
0
.0
8

6
0
.0
8

6
0
.0
8

6
0
.0
8

6
0
.0
8

1
6
.0
6

1
6
.0
6

1
6
.0
6

ｔ/
年

9
0
.2
6

1
0
5
.0
8

1
1
9
.9
0

9
0
.2
6

1
0
5
.0
8

1
1
9
.9
0

9
0
.2
6

1
0
5
.0
8

1
1
9
.9
0

処
理
要
望
ご
み

ｔ/
年

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

2
,3
5
4
.0
0

ｔ/
年

2
2
,1
8
8
.6
7

2
3
,6
8
5
.0
3

2
5
,1
8
1
.3
8

2
2
,1
8
8
.6
7

2
3
,6
8
5
.0
3

2
5
,1
8
1
.3
8

2
4
,3
4
5
.6
2

2
5
,8
4
1
.9
8

2
7
,3
3
8
.3
3

Ａ
ｔ/
日

6
0
.7
9

6
4
.8
9

6
8
.9
9

6
0
.7
9

6
4
.8
9

6
8
.9
9

6
6
.7
0

7
0
.8
0

7
4
.9
0

ｔ/
日

8
3

8
8

9
4

8
3

8
8

9
4

9
1

9
6

1
0
2

ｔ/
年

ｔ/
日

8
3
＋
Ｂ
'注
３

8
8
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4
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'

8
3
＋
Ｂ
'

8
8
＋
Ｂ
'

9
4
＋
Ｂ
'

9
1
＋
Ｂ
'

9
6
＋
Ｂ
'

1
0
2
＋
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注
１
）
ご
み
焼
却
施
設
施
設
規
模
計
算
例
（
整
備
パ
タ
ー
ン
１
、
ケ
ー
ス
１
の
場
合
）
：
6
0
.
7
9ｔ
/
日
×
（
3
6
5
日
/
2
8
0
日
）
÷
0
.
9
6＝
8
3
t/
日

注
２
）
災
害
ご
み
発
生
見
込
み
量
：
Ｂ

注
２
）
災
害
ご
み
処
理
見
込
み
量
：
Ｂ
'

注
４
）
可
燃
ご
み
処
理
施
設
の
施
設
規
模
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
上
記
規
模
に
加
え
、
災
害
ご
み
を
見
込
む
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
『
栃
木
県
廃
棄
物
処
理
計
画
（
改
訂
版
）
』
平
成
１
８
年
３
月
で
は
、
施
設
整
備
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
る
「
大
規
模
な
地
震
や
水
害
等
の
災
害
時
に
大
量
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ

　
　
る
廃
棄
物
を
円
滑
か
つ
適
正
に
処
理
で
き
る
よ
う
、
一
定
程
度
の
余
裕
を
持
っ
た
処
理
施
設
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
、
市
町
村
等
と
連
携
し
て
検
討
し
ま
す
」
を
勘
案
し
、
施
設
規
模
の

　
　
算
定
に
盛
り
込
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
一
定
程
度
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
環
境
整
備
課
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
栃
木
県
と
し
て
、
現
在
こ
の
基
準
は
定
め
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
県
か
ら
国
に
問

　
　
い
合
わ
せ
た
が
明
確
な
回
答
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
早
急
に
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

表
　
環
境
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タ
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ン
と
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サ
イ
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ル
協
力
率
ご
と
の
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設
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模

協
力
率

項
　
　
　
　
目

合
　
計

不
燃
ご
み
・
不
燃
性
粗
大
ご
み

か
ら
の
破
砕
選
別
可
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ご
み

資
源
ご
み
か
ら
の
選
別
可
燃
物

収
集
可
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ご
み

Ｂ
注
２

ご
み
焼
却
施
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規
模

ご
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焼
却
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規
模
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災
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２
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回
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設
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生
ご
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化
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合
）
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３
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系

熱
回
収
施
設

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
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生
ご
み
資
源
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設
（
市
町
毎
）

熱
回
収
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設

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

生
ご
み
資
源
化
施
設
（
各
市
町
整
備
遅
れ
）
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